
 

令和３年黒滝村職員(看護師)採用選考試験案内 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 

黒滝村職員採用試験委員会 

 

 

○受付期間   令和３年３月１０日（水）～３月３１日（水） 

○試 験 日   令和３年４月１１日（日）午前９時１５分参集 

○試験会場   黒滝村役場 ２階会議室、委員会室 

 

１．試験職種・採用予定人数等 

試験職種  採用予定人数 職 務 内 容 

看 護 師 １名 診療業務等に従事 

 

２．受験資格 

 （１）昭和３８年４月２日以降に生まれた人で、看護師もしくは准看護師免

許を有する人。 

 （２）上記にかかわらず、次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

・地方公務員法第１６条に該当する人 

    ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を 

受けることがなくなるまでの者 

    ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３．試験日時、試験会場、試験結果発表 

試験日時等 試験会場 試験結果発表 

令和３年４月１１日（日） 

・集合時間 午前 9時 15分 

・試験開始 午前 9時 30分 

黒滝村役場 

２階会議室 

委員会室 

令和３年４月下旬に文書

で通知 

 

 



 

４．試験の方法 

試 験 種 目 試 験 内 容  

適 性 検 査 パーソナリティー ３５分程度 

面   接 個別面接 １人１０分程度 

 

５．受験手続  

（１）受験申込書の請求 

     受験申込書は、黒滝村役場総務課内職員採用試験委員会で交付しま

す。また、黒滝村ホームページ（http://www.vill.kurotaki.nara.jp）

にこの案内及び受験申込書様式（ＰＤＦファイル形式）を登載します

のでダウンロード可能です。 

     郵便による請求の場合は、郵便番号、住所及び氏名を明記した返信

用封筒（角２号[33.2㎝×24.0㎝]に１４０円切手を貼ったもの）を同

封のうえ、「８．問い合わせ先」あてに請求してください。 

    ※請求用封筒表余白に「職員採用選考試験受験申込書請求」と朱書き 

してください。 

 

 （２）受験の申込方法 

            受験希望者は、所定の受験申込書に必要事項を記入し、黒滝村役場

総務課内職員採用試験委員会に提出してください。また、次の書類を

あわせて各１部ずつ提出してください。 

①看護師もしくは准看護師免許証の写し 

②最終学校の卒業証明書 

     ③最終学校の成績証明書 

※郵送で申し込まれる場合は、書留郵便に限るものとし、郵便番号、住

所及び氏名を明記した返信用封筒（長型３号[23.5㎝×12㎝]に８４円切

手を貼ったもの）を同封のうえ、下記あてに送付してください。 

〔あて先〕 〒６３８－０２９２ 

     奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸７７番地 

     黒滝村役場総務課内 職員採用試験委員会  

       ※申込用封筒表余白に「職員採用選考試験受験申込」と朱書きし

てください。 



 

       なお、提出書類は一切お返ししません。取得した個人情報につ

いては今回の職員採用試験の円滑な実施のために用い、それ以外

の目的には使用しません。また、黒滝村個人情報保護条例に基づ

き、適正に管理します。 

 （３）受験受付票の交付 

     受験の申込書を受理した場合は、受験受付票を交付（受付終了後  

一括郵送）しますので、試験当日に持参してください。 

（４）申込受付期間 

    ・期間 令和３年３月１０日（水）～３月３１日（水） 

         ※土曜日、日曜日及び祝日は、受付を行いません。 

    ・時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

         ※郵送の場合は、３月３１日（水）午後５時１５分までに

到着したものを受付します。  

 

６．採用方法 

 （１）採用候補者名簿を作成し最終合格者の氏名を選考順に記載します。採

用は名簿登載者のうちから採用します。この名簿の有効期限は、原則と

して確定の日から１年間です。 

 （２）採用は、原則として令和３年７月１日からです。ただし、「受験資格」

を満たさない場合には採用されません。 

 

７．給 与  

 （１）初任給（令和２年４月１日現在） 

医療職  短 大 ３ 卒 業 ２級 ５号給 ２００，７００円 

短 大 ２ 卒 業 ２級 １号給 １９２，４００円 

准看護師養成所卒 １級 １号給 １６５，３００円 

 

    ※このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が、

それぞれの条件に応じて支給されます。また、初任給は、採用時前の経

歴等により加算されることがあります。なお、これら給与は、令和２年

４月１日現在の村条例に基づいていますが、採用前に給与条例の改正等

があった場合はその規定による支給となります。 

 

 



 

 （２）健康保険 

     奈良県市町村職員共済組合 

 

８．試験案内請求及び問い合わせ先 

   黒滝村役場総務課内 職員採用試験委員会 

〒６３８－０２９２ 

     奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸７７番地 

        Tel ０７４７－６２－２０３１（役場代表） 

        Fax ０７４７－６２－２５６９ 

 

 


